
開 催 案 内 書 

 

会 議 の 名 称  令和７年第１１回瑞穂市教育委員会定例会 

開 催 日 時 

 令和７年１１月２６日(水曜日) 

 午前１０時００分から 

※時間が前後する場合があります。 

開 催 場 所  瑞穂市役所 穂積庁舎 ３階 大会議室 

議 題 

 

（１）瑞穂市教育委員会事務局の職員の任免についての専決処分につい

   て 

（２）瑞穂市保育所入所指導委員会委員の委嘱について 

（３）穂積北中学校グラウンド投光器取替修繕工事の計画について 

（４）令和７年度瑞穂市一般会計補正予算（第５号）について 

（５）瑞穂市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について 

（６）瑞穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

（７）瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

 
公 開 の 可 否  

(非公開の理由) 
 公開 

傍 聴 の 制 限  
会議の運営上必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限すること

があります。 

傍聴の手続き   入口で氏名及び住所を記載する。 

事務局(担当課) 

瑞穂市教育委員会事務局 教育総務課 

  TEL ０５８－３２７－２１１５ 

  FAX ０５８－３２７－２１０５ 

  e-mail kyouikusou@city.mizuho.lg.jp 
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